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	令和８年度
	島田市社会福祉協議会
	子育て家庭 「支え合い」支援事業
	～地域で行う事業の運営費助成事業～
	　令和５年４月、市民の方から「コツコツ貯めたお金です。困っている人、特に子どもたちのために使ってください。」と寄附をいただきました。 　島田市社協では、心温まる気持ちを大切に、この 寄附金を活用して子育て世代への支援を行います。
	詳しくは、 裏面をご覧 ください♡

	スタッフと参加者で 一緒に調理や飾りつけをしました♪ 参加者からは「楽しかった！」と 声が聞かれました♡
	悩みを抱えている親や、こどもたちを 対象としたクリスマス会。 ケーキのプレゼントを行いました☆

	島田市内で行う「子育て家庭支援」事業の運営費助成を行います！
	一緒に、取り組んでみませんか？
	１ 対象
	（１）ひとり親家庭等子育て家庭に対して、食料品や生活用品等の配布・相談会等を実施する事業
	（２）子育て家庭に対して制服や学用品等の配布・交換会等を実施する事業

	２ 支援金額　
	上限50,000円　単年度１回


	事業内容
	申請から実施、報告の流れ
	①開催日の1か月前までに 島田市社協に事業計画書を提出
	②島田市社協が内容や想いを確認、審査、交付決定に係る通知。 ※申請月（または翌月）に審査を行います。
	地域つながり推進班



	☎３５－６２４４
	３ 実施期間
	③事業終了後10日以内に、 実施報告書（事業効果、ありがとうメッセージ、 写真）を島田市社協に提出
	お問合せ・申込先



